
「
千
五
百
番
歌
合」
の
特
色
の―
つ
が、
九
人
の
判
者
に
よ
る
多
様
多
彩

な
判
詞
に
あ
る
こ
と
は、
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が、
そ
の
中
で

も
折
句
の
和
歌
を
以
て
勝
負
を
裁
定
し
た
後
烏
羽
院
の
判
詞
は、
七
言
二
句

の
漢
詩
の
良
経・
和
歌
の
慈
円
の
判
詞
と
共
に、
か
な
り
特
異
な
試
み
と

い
え
る。
安
井
誼
雄
氏
が、
「『
千
五
百
番
歌
合
j

で
は、
院・
慈
円・
良
経

ら
権
門
歌
人
は
判
歌・
判
詩
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
も
典
味
深
い
が、
晴
の

歌
合
で
は
院
（
あ
る
い
は
天
皇）
や
摂
関
家
の
人
が
散
文
で
判
詞
を
執
班
す

る
も
の
で
は
な
い、
あ
る
い
は
複
数
の
判
者
を
骰
い
た
場
合
に
臣
下
と
同
様

の
判
詞
を
執
箪
す
る
も
の
で
は
な
い、
な
ど
の
考
え
が
あ
っ
た
か
と
も
想
像

．
さ
れ
る」
(

1)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に、
伐
期
の
者
が
番
の
裁
定
理
由

を
直
接
判
詞
の
体
裁
で
述
ぺ
る
こ
と
に
は
忌
避
が
あ
っ
た
事
情
が
考
え
ら
れ、

後
烏
羽
院
に
と
っ
て
折
句
に
簡
潔
な
評
語
を
詠
み
込
む
判
歌
の
ス
タ
イ
ル
は

好
適
と
判
断
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い。

こ
の
判
歌
に
つ
い
て
は、
夙
に

峯岸
義
秋
氏
が
「
千
五
百
番
歌
合
に
お
け

後
鳥
羽
院
『
千
五
百
番
歌
合』

る
後
鳥
羽
院
の
判
詞
の
や
う
に、
和
歌
の
句
の
か
み
ご
と
に
勝
劣
の
字
を
詠

み
こ
ん
だ
折
句
に
よ
る
方
法
も
発
案
さ
れ
た」
-2)
と、
院
の
独
創
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ、
そ
の
後、
塚
本
邦
雄
氏
が
実
作
者
と
し
て
の
立
場
か
ら、

院
の
「
判
歌
が
番
の
歌
と
比
べ
て
も
優
劣
が
つ
け
難
い」、
「
こ
れ
こ
そ、
ニ

十
二
歳
の
後
鳥
羽
院
の
ま
さ
に
端
侃
す
べ
か
ら
ざ
る
才
能
の
現
れ」
ー3〉
等

と
評
価
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が、
概
ね
は
折
句
の
判
に
示
さ
れ
た
評
語
か
ら、

院
の
和
歌
観
や
歌
人
評
価
の
傾
向
を
探
る
資
科
と
し
て
利
用
さ
れ
る
程
度
の

扱
い
し
か
受
け
て
こ
な
か
っ
た。
(
4
)

し
か
し、
稿
者
が
先
年、
そ
の
基
礎
的
考
察
を
試
み
た
結
果
に
よ
れ
ば(5)、

判
歌
の
製
作
に
関
し
て
院
の
用
語
意
識
は
か
な
り
厳
密
で
あ
り、
敢
し
い
作

歌
上
の
制
約
が
あ
り
な
が
ら
積
極
的
に
先
行
歌
の
表
現
を
摂
取
し
て
い
る
こ

と、
ま
た
番
の
左
右
の
歌
に
も
配
慮
し
つ
つ
判
歌
を
詠
ん
で
い
る
な
ど、
院

が
表
現
へ
の
意
欲
を
も
っ
て
製
作
に
臨
ん
で
い
る
様
相
が
確
認
で
き
た。
そ

し
て、
院
が
こ
の
判
歌
に
お
い
て、
折
句
の
秋
歌
と
い
う
制
約
を
自
ら
設
け、

左
右
の
歌
や
番
の
あ
り
方
に
則
し
つ
つ、
先
行
歌
を
摂
取
し
た
り
想
像
力
を

展
開
さ
せ
た
り
し
て、
遊
戯
的
な
作
歌
に
輿
じ
て
い
る
こ
と
か
ら、
判
歌
の

渡

判
歌
の
最
終
歌
に
つ
い
て

辺

健
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宗
卿

有
明
の
あ
け
ゆ
く
空
の
月
見
れ
ば
す
が
た
ば
か
り
も
あ
は
れ
な
り
け
り

を
さ
ま
れ
る
な
を
も
絶
え
せ
じ
し
き
し
ま
や
や
ま
と
し
ま
ね
も
う

制
約
は
自
由
な
感
性
と
表
現
を
束
縛
す
る
も
の
で
は
な
く、

院
に
と
っ
て
は

む
し
ろ、

自
己
の
内
に
あ
る
和
歌
の
知
識
や
想
俊
力
を
解
放
さ
せ、

表
現
の

可
能
性
を
探
る
試
み
と
な
り
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た。

ま
た

近
時、

田
野
慎
二
氏
は、
「
番
の
歌
と
の
呼
応
」

と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
折

句
判
歌
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
ら
れ、

後
烏
羽
院
が
「
周
辺
の
歌
と
の
閑
係

を
緻
密
に
計
節
し
て
折
句
判
を
仕
立
て
て
い
る
」

こ
と、
「
折
句
判
は
歌
と

・
歌
と
の
連
関
を
狐
視
す
る
院
の
歌
観
（
を）

打
ち
出
し
た
も
の
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る。
～
6)
こ
の
判
歌
に
つ
い
て
は、

未
だ
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
部
分
が
あ
り、

そ
の
中
で
判
歌
に
顕
著
な
同
時

代
歌
人
か
ら
の
影
響
の
問
題
に
つ
い
て
は、

い
ず
れ
別
稿
を
用
意
し
て
改
め

て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が、

本
稿
で
は
残
っ
た
問
題
と
し
て
判
歌
の
最
終
歌

を
取
り
上
げ、

こ
の
歌
が
喚
起
す
る
幾
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
言
及
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

前
述
し
た
よ
う
に、

後
烏
羽
院
は
「
千
五
百
番
歌
合」

の
秋一
一
・

三
の
判

を
担
当
す
る
に
当
り、

番
わ
れ
た
左
右
の
歌
と
調
和
す
る
よ
う
に、

秋
の
内

容
の
和
歌
を
以
て
優
劣
を
裁
定
し
て
い
る
の
だ
が、

最
後
の
判
歌
の
み
は、

顕
昭

七
百
五
十
番

左
持

と
は
ば
や
な
な
が
む
る
ま
ま
に
あ
く
が
る
る
心
の
は
て
は
月
や
知
る
ら

ご
き
な
き
世
ぞ
(
7)

と
い
う
賀
歌
を
詠
ん
で
判
歌
を
歌
い
収
め
て
い
る。

祝
意
の
あ
る
歌
が、

百

首
等
定
数
歌
の
末
尾
に
置
か
れ
る
こ
と
は
屡
々
あ
り、

院
が
判
歌
に
お
い
て

も
そ
の
例
に
倣
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

こ
の
判
歌
の
置
か
れ
た
七
百
五
十
番

、
、
、
、
、

は
持
の
判
定
で、

院
は
折
句
の
評
語
を
「
を
な
し
や
う
（
同
じ
様）
」

と
し、

こ
の
五
文
字
を
各
句
の
上
に
据
え
て
詠
ん
で
い
る
。
「
敷
島
や
」
は
「
大
和」

の
枕
詞
で
あ
り、
「
大
和
島
根
」

は
日
本
国
の
称
で
あ
る。

院
自
ら、

後
烏

羽
院
治
世
が
太
平
の
御
代
で
あ
っ
た
と
い
う
名
声
は、

い
つ
の
世
ま
で
も
絶

え
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
て、

治
世
の
安
寧
を
賀
す
る
趣
の
歌
で
あ

る
。

自
ら
の
治
世
を
座
賀
す
る
歌
は、

院
の
同
時
期
の
詠
歌
に
は
度
々
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
が、

実
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
直
載
な
言
葉
で
日
本
国
の
安
泰
を

言
祝
ぐ
歌
は
珍
し
い
。

な
ぜ
歌
合
の
判
詞
の
よ
う
な、

さ
し
て
必
然
性
の
な

い
よ
う
に
見
え
る
場
で、

院
が
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う

か。

以
下、

本
稿
で
は、

こ
の
判
歌
最
終
歌
に
込
め
ら
れ
た
院
の
意
図
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

後
鳥
羽
院
の
折
句
判
歌
で
は、

通
常
の
詠
歌
の
場
合
と
は
異
な
り、

折
句

に
詠
み
入
れ
る、

番
の
勝
負
を
判
定
す
る
五
文
字
を
先
に
決
め
（
当
該
歌
の

、
、
、
、
、

揚
合
は
「
を
な
し
や
う」）
、

後
か
ら
各
句
の
頭
文
字
に
応
じ
て
詞
を
当
て
は

め
て
い
く
（
当
該
歌
の
初
句
「
を
さ
ま
れ
る
」

の
よ
う
に）

歌
作
の
過
程
が
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想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が、
そ
う
し
た
遊
戯
的
な
作
歌
で
あ
っ
て
も、
選
択

さ
れ
た
歌
の
詞
に
は
や
は
り、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る。

ま
ず、
こ
の
歌
の
初
句
ー
ニ
句
に
か
け
て
の
「
治
ま
れ
る
名」
と
い
う
措

辞
は、
索
引
類
に
徴
し
て
も
他
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い。
「
治
ま
れ
る」
に

続
く
語
と
し
て
は、
「
世」
を
表
す
語
が
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で、
勅
撰

集
で
の
用
例
を
検
討
す
る
と、「
治
ま
れ
る
世」（
後
拾
遣
集・
問i
•

四
五
九・

藤
原
資
菜
／
新
千
載
集・

圏園・
ニ＝
m-
五・
中
原
師
光）、
「
治
ま
れ
る
御

代」
（
新
後
拾
逍
梨

囮園・
一
五
四
四
足
利
義
満）、「
治
ま
れ
る
時」
（
続

古
今
集•
閲・
一
九―
―
•
藤
原
永
範）、
「
治
ま
り
に
け
る
天
の
下」
（
綬

拾
辿
集・

岡函・
一
四
二
五•
藤
原
良
経）
等
で
あ
り、
主
と
し
て
賀・
神

祇
の
部
に
集
中
し
て
い
る。
ま
た、
こ
の
中
の、
「
勁
き
な
き
大
蔵
山
を
立

て
た
れ
ば
治
ま
れ
る
世
ぞ
久
し
か
る
べ
き」
（
後
拾
逍
集•
藤
原
演
栗）
が

後
冷
泉
天
品
の
大
嘗
会
の
際
の
屏
風
歌
で
あ
る
よ
う
に、
大
嘗
会
和
歌
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く、
当
代
の
治
世
の
繁
栄
を
言
挙
げ
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い、
祝
意
性
の
強
い
語
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る。
院
の

場
合
も、
こ
う
し
た
語
の
素
性
を
よ
く
理
解
し
た
上
で、
世
が
平
和
に
治
ま

っ
て
い
る
と
い
う
名
声、
評
判
と
い
う
意
味
で
「
治
ま
れ
る
名」
と
表
現
し

て
い
る
の
だ
ろ
う。

院
と
同
時
代
の
和
歌
に
は、
「
治
ま
れ
る
世」
の
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る。

を

し
い＂

①
小
稲
ほ
す
山
田
も
冬
に
な
り
て
こ
そ
治
ま
れ
る
世
の
ほ
ど
は
見
え
け

れ

（
正
治
初
度
百
首・
冬．
―
-
六―
•
藤
原
俊
成）

②
治
ま
れ
る
世
の
た
め
し
と
や
か
き
と
め
し
風
も
音
せ
ぬ
荒
海
の
波

（
明
日
香
井
集・
一
七
六
／
正
治
後
度
百
首・
禁
中・
ニ
八
三）

③
秋
の
稲
の
治
ま
れ
る
世
の
う
れ
し
き
は
春
の
遊
ぴ
の
鞠
小
弓
ま
で

（
拾
玉
集一＿＿
七
六ー
／
正
治
後
度
百
首・
宴
遊•
1
0
八
八）

よ

し

④
四
方
の
海
の
治
ま
れ
る
世
の
し
る
し
か
な
な
ぎ
た
る
朝
の
海
士
の
釣

舟
（
拾
玉
集・
五
七
七
四
／
老
若
五
十
首
歌
合・
雑・
ニ
百
二
番
左）

⑤
雲
の
色
昴
の
宿
り
も
さ
し
な
が
ら
治
ま
れ
る
世
を
空
に
見
る
か
な

（
千
五
百
番
歌
合・
祝・
千
六
十一
番
左•
藤
原
有
家）

⑥
昼
り
な
く
治
ま
る
御
代
を
人
も
み
な
見
よ
と
て
出
づ
る
星
の
影
か
な

（
同・
祝・
千
百一
番
左•
藤
原
季
能）

⑦
四
つ
の
海
に
治
ま
れ
る
世
は
音
に
開
く
亀
の
み
山
も
波
ぞ
寄
せ
こ
ん

（
同・
雑一
・
千
四
十
二
番
右•
藤
原
俊
成）

①
は、
山
田
に
高
く
積
ま
れ
た
稲
を
見
て、
租
税
の
穀
物
も
収
め
ら
れ、
治

ま
っ
て
い
る
御
代
の
ほ
ど
も
知
ら
れ
る
と
す
る。
②
は、
消
涼
殿
の
荒
海
の

限
子
に
描
か
れ
た
荒
海
が
波
風
の
音
を
立
て
ぬ
よ
う
に、
世
も
平
穏
に
治
ま

っ
て
い
る
と
す
る。
③
は、
宮
中
で
盛
ん
に
遊
宴
の
催
さ
れ
る、
こ
の
世
の

春
を
謳
歌
す
る
太
平
の
御
代
を
寿
ぐ。
④
は、
釣
す
る
海
士
に
な
ぞ
ら
え
て、

四
海
は
風
波
も
治
ま
り
帝
の
徳
化
に
よ
っ
て
国
の
内
外
が
平
和
に
治
ま
る
こ

と
を
い
う。

⑤⑥
は、
空
の
庇
雲
や
星
の
規
則
正
し
い
迎
行
を
太
平
の
御
代

の
象
徴
と
し、
廷
臣
の
列
席
す
る
朝
廷
で
も
秩
序
正
し
く
政
道
が
行
わ
れ
て

い
る
と
す
る。
⑦
は、
不
老
不
死
の
仙
人
が
住
む
と
い
う
蓬
莱
山
か
ら
ま
で

も、
わ
が
国
の
仁
政
を
硲っ
て
波
を
寄
せ
て
く
る
と
す
る。

院
歌
桜
の
始
発
期
で
あ
る
正
治
二
年
（ー
ニ
0
0)
か
ら
建
仁
元
年
（一
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二
0
I

)

に
か
け
て、
「
正
治
両
度
百
首
j

「
老
若
五
十
首
歌
合」
『
干
五
百

、
番
歌
合」
（
院
第二
度
百
首）
等
の
機
会
に
詠
ま
れ
た
こ
れ
ら
の
歌
は、
い

ず
れ
も
院
政
の
主
で
あ
り
歌
壇
の
主
他
者
で
あ
る
後
烏
羽
院
の
帝
徳
を
称
え

た
歌
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。

「
治
ま
れ
る
世
j

を
詠
む
歌
は、
院
自
身
に
も
四
例
あ
る。

⑧
四
方
の
海
の
波
に
釣
り
す
る
海
士
人
も
治
ま
れ
る
世
の
風
は
う
れ
し

•

や
（
後
烏
羽
院
御
集・
建
仁
元

年内
宮
百
首・
祝
五
首・
ニ
七
五）

⑨
野
も
山
も
治
ま
れ
る
世
の
春
風
は
花
散
る
こ
ろ
も
い
と
ひ
や
は
す
る

・

（
同・
外
宮
百
首・
春
二
十
首・
三一
八）

⑩
関
守
も
関
の
戸
う
と
く
な
り
に
け
り
治
ま
れ
る
世
に
逢
坂
の
山

（
同・
外
宮
百
首・
祝
五
首・
三
七一
）

⑪
吹
く
風
も
治
ま
れ
る
世
の
う
れ
し
き
は
花
見
る
と
き
ぞ
ま
づ
お
ほ
え

け
る
（
同・
建
暦
二
年
二
月
二
十
五
日
紫
礎
殿
花
下
三
首
和
歌・
一

七
0
六）

⑧
は、
先
掲
④
慈
円
歌
と
同
様
に、
釣
り
す
る
海
人
に
た
ぐ
え
て
四
海
無
事

を
疵
賀
す
る
趣
の
歌
で
あ
る。
(S)
⑨
は、
野
山
に
吹
く
穏
や
か
な
春
風
は、

平
安
に
治
ま
っ
て
い
る
世
の
し
る
し
で
あ
り、
花
を
散
ら
せ
る
こ
と
も
厭
わ

し
く
な
い
と
す
る。
⑩
は、
帝
の
徳
に
よ
り
世
が
よ
く
治
ま
っ
て
い
る
の
で、

関
守
も
関
所
を
厳
し
く
閉
ざ
す
必
要
が
な
い
と
歌
う。
「
論
衡
j

是
応
に
太

平
の
瑞
兆
と
し
て
「
行
者
穣レ
路、
顔
白
不ー

油祓・一、
関
梁
不レ
閉、
道
無二

崩
眩」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る。
-9
ぷ沼
は、
同
じ
「
論
衡』
に
「
太
平
之
世、

五
B一
風、
十
日一
雨、
凪
不レ
嗚レ
条、
雨
不レ
破レ
塊」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え、

世
の
中
が
治
ま
り、
吹
く
風
も
穏
や
か
で
枝
を
嗚
ら
さ
ず
花
を
散
ら
せ
る
こ

と
が
な
い
平
和
の
春
を
歌
う。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
も、．
判
歌
の
「
治
ま
れ

る
名」
と
い
う
表
現
に
よ
り、
後
烏
羽
院
が
表
そ
う
と
し
た
意
味
は、
王
の

徳
化
が
遥
く
国
内
に
及
ぶ
太
平
の
御
代
と
い
う
名
声
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る。

次
に、
判
歌
の
第
五
句
「
動
き
な
し」
と
い
う
語
は、
揺
る
ぎ
な
い
意
で

賀
歌
の
慣
用
表
現
で
あ
る。
吉
田
茂
氏
は
こ
の
語
に
つ
き、
「
揺
る
ぎ
な
い

こ
と。
天
皇
の
安
寧
な
る
御
代
を
言
祝
ぐ。
1
賀
の
歌
に
頻
出
し、
不
動
の

意
か
ら
「
岩」
「
巌」
を
渫
く」
と
解
説
す
る。
-lo)

実
際
に、
こ
の
語
の
勅
揺
集
で
の
用
例
を
見
る
と、
「
動
き
な
き
巌」
（
拾

遣
集・
園・
三
0
0・
消
原
元
輔）
・
「
動
き
な
き
岩
蔵
山」
（
拾
逍
集•
岡

薗・
六
0
0•
読
人
不
知）・
「
岩
蔵
山
に
万
代
を
動
き
な
く」
（
拾
逍
集・

岡．
六ー
ニ・
大
中
臣
能
宣）．
「
動
き
な
き
岩
根」
（
千
戟
集・
閻．

六ー
四・
源
俊
頼）・
「
動
き
な
く
1
万
代
を
頼
む」
（
干
戟
集・
園・
六
二

五・
式
子
内
親
王）
・
「
動
き
な
く
千
代
を
ぞ
祈
る
岩
展
山」
（
千
栽
集・
岡

幽·
ー
ニ
八
ニ・
藤
原
経
衡）
・
「
動
き
な
き
巌」
（
続
古
今
染・
園・
一
八

九
九・
恵
脱
法
師）・
「
岩
根
の
動
き
な
く」
（
続
古
今
集・
廊一・
一
九一
O·

大
江
匡
房）．
「
大
和
島
根
の
動
き
な
け
れ
ば」
（
続
後
拾
逍
集·
間i•
六
0

-
•
源
俊
頼）
等
の
よ
う
に、「
岩」
「
股」
と
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く、

不
動
の
イ
メ
ー
ジ
で
天
皇
（
特
に
新
帝）・
上
皇
の
治
世
へ
の
祝
賀、
国
土
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へ
の
祝
福
を
表
現
す
る
語
で
あ
る。

勅
撰
集
で
は、

賀
・

神
楽
歌
・

神
祇
の

部
に
収
戟
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
り、

ま
た
大
嘗
会
和
歌
に
も
「
動
き
な

し」

を
詠
む
歌
が
頻
出
す
る。

例
え
ば、

先
の
用
例
の
中、
「
動
き
な
き
岩

蔵
山
に
君
が
世
を
述
ぴ
お
き
つ
つ
千
代
を
こ
そ
積
め
」
（
拾
遺
集
•

読
人
不

知）

は、

安
和
元
年
（
九
六
八）、

冷
泉
天
皇
の
大
嘗
会
の
風
俗
歌
で
あ
り、

「
今
日
よ
り
は
岩
蔵
山
に
万
代
を
動
き
な
く
の
み
税
ま
む
と
ぞ
思
ふ
」
（
拾

逍
集
・

大
中
臣
能
宣）

は
天
禄
元
年
（
九
七
0)、

円
融
天
皇
の
大
嘗
会
風

俗
歌、
「
動
き
な
く
干
代
を
ぞ
祈
る
岩
屋
山
と
る
榊
業
の
色
変
へ
ず
し
て」
（
干

戟
集
•

藤
原
経
衡〉

は
治
暦
四
年
(
1

0
六
八）、

後
三
条
天
畠
の
大
嘗
会

主
基
方
神
楽
歌
で
あ
る。

後
烏
羽
院
も
当
然、

こ
う
し
た
詣
の
来
歴
を
踏
ま

え
て、

盤
石
の
御
代
を
言
挙
げ
す
る
た
め
に、

判
歌
に
こ
の
語
を
取
り
込
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う。

「
動
き
な
し」
は、
院
と
同
時
代
の
歌
人
に
も
そ
の
用
例
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る。

①
動
き
な
き
と
き
は
か
き
は
の
君
な
れ
ば
千
代
も
八
干
代
も
か
ぎ
ら
ざ

り
け
り

（
正
治
初
度
百
首
・

祝
・
一

九
0
二
•

藤
原
英
房）

②
言
に
出
で
て
あ
だ
に
は
い
は
じ
宮
ゐ
す
る
下
つ
岩
根
の
動
き
な
き
世

を

（
正
治
後
度
百
首
・

祝
言
・

六
九
六
・

鴨
長
明）

③
動
き
な
き
説
姑
射
の
山
に
出．
つ
る
日
は
思
ふ
も
ひ
さ
し
万
代
の
影

（
正
治
二
年
石
消
水
社
歌
合
・

祝
十
七
番
右
．

源
経
通）

④
ゐ
る
瞑
の
山
を
幾
韮
に
重
ね
て
も
げ
に
わ
が
国
は
動
き
な
き
世
を

（
秋
篠
月
消
集
・

八
七
三
／
干
五
百
番
歌
合
・

祝
・

千
九
十
七
番
左）

⑤
動
き
な
き
税
姑
射
の
山
の
み
か
げ
に
て
千
歳
の
友
と
な
る
ぞ
う
れ
し

き

（
源
家
長
日
記
・

源
通
資）

①
は、

我
が
君
の
御
代
は
不
動
の
大
岩
の
よ
う
に、

い
つ
ま
で
と
の
限
り
も

知
ら
れ
ず
絞
い
て
い
く
だ
ろ
う
と
す
る。

②
は、

帝
が
お
住
ま
い
に
な
る
場

所
を
下
で
支
え
る
大
岩
が
不
動
で
あ
る
よ
う
に、

盤
石
の
御
代
を
こ
と
さ
ら

言
挙
げ
は
す
ま
い
、

と
歌
う。

③
は、

仙
人
が
住
む
と
い
う
税
姑
射
の
山
か

ら
出
た
日
の
光
の
よ
う
に、

上
皇
の
御
代
も
万
代
ま
で
続
く
だ
ろ
う
と
す
る。

④
は、
「
荀
子」

等
に
見
ら
れ
る
「
積
レ
土
成
レ
山」、

い
わ
ゆ
る
塵
積
も
り

て
山
と
な
る
の
諺
を
踏
ま
え
つ
つ
、

日
本
国
が
変
わ
る
こ
と
な
く
永
遠
に
絞

い
て
い
く
こ
と
を
歌
う。

⑤
は、

盤
石
の
権
勢
を
誇
る
上
良
の
庇
談
の
下、

仙
洞
歌
壇
の
歌
の
催
し
に
参
加
し
た
仲
間
達
と、

千
年
の
後
ま
で
も
続
く
歌

友
と
な
れ
た
喜
ぴ
を
歌
う。

こ
の
歌
は、

建
仁
三
年
（
―

二
0
三）

十
一

月

二
十
三
日、

俊
成
九
十
賀
の
折、

管
弦
の
御
遊
に
続
い
て
和
歌
会
が
あ
っ
た、

そ
の
時
の
歌
で
あ
る。

出
典
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に、

右
の
五
首
は
③
を
除
き
い
ず
れ
も、

後

烏
羽
院
歌
壇
で
の
催
し
で
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
り、

後
烏
羽
院
政
を
直
接
に

額
仰
す
る
歌
ば
か
り
で
あ
る。

③
は、

源
通
親
や
六
条
家
歌
人、

石
消
水
社

祠
官
が
中
心
と
な
っ
て
催
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
石
消
水
社
歌
合」

の
詠
で
あ

る
が、
「
説
姑
射
の
山
」

の
語
が
あ
る
の
で、

や
は
り
上
品
で
あ
る
後
烏
羽

院
の
御
代
の
長
久
を
予
祝
し
た
歌
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

後
烏
羽
院
が
判
歌

に
「
動
き
な
し」
の
栢
を
用
い
た
の
も、
こ
れ
ら
の
歌
に
表
現
さ
れ
た
よ
う
な、

不
動
安
泰
の
長
久
の
御
代
を
荘
厳
す
る
意
図
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
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こ
の
節
で
は、
判
歌
の
第一ニ
ー
四
句
に
か
け
て
の
「
敷
島
や
大
和
島
根」

の
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る。
「
敷
島」
は
大
和
国
破
城
郡
の
地
で、
崇
神・

欽
明
両
天
皇
の
宮
が
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
所
で
あ
り、
「
敷
島
の
（
や）」

は
枕
詞
と
な
り、
敷
島
の
宮
の
あ
る
大
和
の
意
で
国
名
「
大
和
j

に
か
か
る。

「
万
葉
集」
で
は、
「
敷
島
の
大
和」
の
形
で
六
例
が
見
ら
れ、
「
大
和」
は

一
例
が
大
和
国
の
礎
城
郡
を
中
心
と
し
た
狭
い
範
囲
を
指
す
（
巻
九・
一
七

八
七）
外
は、
い
ず
れ
も
日
本
全
体
を
指
し
て
い
る
と
み
て
よ
い。「
万
葉
集』

こ
と”:1

さ
●

の
用
例
に
お
い
て
は、
「
磯
城
島
の
大
和
の
国
は
言
露
の
助
く
る
国
ぞ
ま
幸

く
あ
り
こ
そ」
（
巻
十
三・
三
二
五
四）
の
よ
う
に、
特
に
国
家・
天
皇
意

設
は
強
く
感
じ
ら
れ
な
い
が、
院
政
期
以
降
に
そ
の
よ
う
な
例
が
多
く
な
り、

ま
た
平
安
後
期
か
ら
歌
道
を
さ
す
「
敷
島
の
道」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
の
と
相
侯
っ
て
（
二
条
太
皇
太
后
宮
大
弐
集一
0
八•
干
戟
集
仮

名
序
等）、
「
敷
島
の
（
や）
大
和」
に
も
日
本
国
だ
け
で
な
く
和
歌
の
道
を

も
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く。

後
鳥
羽
院
と
そ
の
同
時
代
歌
人
に
は、
「
敷
島
や
大
和」
の
表
現
が
幾
つ

も
見
ら
れ、
蒼
古
詞
の
表
現
で
あ
る
が、
そ
の
中
で
は
ま
ず
次
の
よ
う
な、

為
政
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
日
本
国
を
強
く
意
織
し
た
歌
が
注
目
さ
れ
る。

①
お
し
な
べ
て
今
朝
は
霞
の
敷
島
や
大
和
も
ろ
ぴ
と
春
を
知
る
ら
む

（
秋
篠
月
消
集・
八
0
0
／
千
五
百
番
歌
合・
春ー
・
ニ
番
左）

のぷ
ろ
こ
し
の
代
々
は
う
つ
れ
ど
敷
島
や
大
和
島
根
は
ひ
さ
し
か
り
け

四

（
千
五
百
番
歌
合・
祝•
干
八
十
五
番
右．
源
通
親）

③
の
ど
か
な
る
春
は
霞
の
敷
島
や
大
和
島
根
の
波
の
外
ま
で

（
春
日
社
三
十
首·
春・
後
鳥
羽
院）
（ll
）

①
は、
詠
歌
当
時
左
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
良
経
の
歌
で
あ
る。
立
春
の
朝、

す
べ
て一
様
に
霞
が
立
ち
こ
め
る
景
色
に、
大
和
の
国
の
人
々
が
春
の
訪
れ

を
知
っ
て
喜
ぶ
様
子
を
想
像
す
る。
こ
の
歌
の
「
大
和
J

は
古
都
大
和
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
が、
良
経
は
国
王
を
補
佐
す
る
摂
辣
家
の
臣
と
し
て
の
立
場

か
ら
民
の
生
活
に
思
い
を
寄
せ、
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う。
②
は、
当
時

右
大
臣
で
あ
っ
た
源
通
親
が、
中
国
で
は
王
朝
の
変
遷
が
何
度
も
あ
っ
た
け

れ
ど
も、
日
本
国
で
は―
つ
の
皇
統
に
よ
る
王
朝
が
永
絞
し
て
い
る
こ
と
だ

と
歌
う。
前
田
雅
之
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に、
「
強
烈
な
対
中
国
優
越
意
織

に
基
づ
い
て
日
本
を
称
賛
す
る
表
現
論
理」
の
歌
で
あ
る。
(12)
③
は、
後

烏
羽
院
が
元
久
元
年
(

i

二
0
四）
五
月
に
春
日
社
に
奉
納
し
た
と
見
ら
れ

る
三
十
首
歌
の
中
の一
首。
①
の
良
経
歌
を
跨
ま
え、
天
下
太
平
の
春
に
は、

立
ち
こ
め
る
霞
が
日
本
国
の
み
な
ら
ず
四
海
の
外
に
ま
で
及
ん
で
い
く
と
す

る。
結
句
「
波
の
外
ま
で」
の
表
現
か
ら、
「
古
今
集
j

仮
名
序
の
「
遍
き

御
慈
み
の
波
八
嶋
の
外
ま
で
流
れ、
広
き
御
恵
み
の
陰
筑
波
山
の
麓
よ
り
も

繁
く
お
は
し
ま
し
て」、
真
名
序
の
「
仁
流
-

l

秋
津
洲
之
外ー、
恵
茂＿一
筑
波

山
之
陰＿」
を
参
考
に
す
る
と、
こ
の
歌
は
帝
王
の
仁
徳
が
国
外
に
ま
で
及

ぶ
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う。

先
の
三
首
は、
枕
詞
の
「
敷
島
や」
が
地
名・
国
名
の
「
大
和」
を
導
く

例
で
あ
っ
た
が、
院
政
期
以
降
の
「
敷
烏
や
（
の）」
は
和
歌
の
逍
の
意
で

り
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用
い
ら
れ
る
例
が
非
常
に
多
い。
す
で
に

『後
拾
逍
集
j

仮
名
序
に
「
終
に

御
遊
ぴ
の
あ
ま
り
に、
敷
烏
の
大
和
歌
集
め
さ
せ
給
ふ
こ
と
あ
り」
の
例
が

見
ら
れ、
「
千
戟
集」

仮
名
序
に
も、
「
三
十
文
字
余
り一
文
字
を
だ
に
詠
み

つ
ら
ね
つ
る
者
は、
出
総
八
雲
の
そ
こ
を
し
の
ぎ、
敷
島
大
和
御
言
の
境
に

入
り
す
ぎ
に
た
り
と
の
み
思
へ
る
な
る
ぺ
し」
と
あ
る。
こ
の
よ
う
に、

「
敷
島
の
大
和
歌」
と
し
て
和
歌
を
指
す
場
合
は、

枕
詞
を
冠
し
た
単
な
る

文
飾
と
い
う
の
で
は
な
く、

古
代
か
ら
連
綿
と
続
く
伝
統
文
芸
と
し
て
の
和

歌、

我
が
国
固
有
の
習
俗
と
し
て
の
和
歌
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
使
わ
れ、

ま
た
公
的
な
和
歌
の
側
而
を
意
識
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。
「
敷

烏
や

大
和
島
根
の

風
と
し
て

吹
き
伝
へ
た
る

言
の
策
は

神
の
御

代
よ
り

河
竹
の

北
々
に
流
れ
て

絶
え
せ
ね
ぱ
ー」
（
長
秋
詠
総•
一

0
0
／
久
安
百
首・
九
01
)、
「
敷
烏
や

大
和
の
歌
の

伝
は
り
を

間

け
ば
は
る
か
に

ひ
さ
か
た
の

天
つ
神
世
に

始
ま
り
て

三
十
文
字
余

り
一
文
字
は

出
裳
の
宮
の

八
雲
よ
り
．
起
こ
り
け
る
と
ぞ

記
す
な

る
1」
（
千
載
集・
雑
下·
―
―
六一一
・
崇
徳
院
／
久
安
百
首
·

I

0
0)

 

の
よ
う
に、

長
歌
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り、

後
烏
羽
院
と
同
時
代
の
用

例
と
し
て
は、
「
敷
烏
や
大
和
言
の
菜
尋
ぬ
れ
ば
神
の
御
代
よ
り
出
雲
八
皿

垣」
（
秋
篠
月
消
集・
西
洞
隠
士
百
首・
雑・
六
八
0)、
「
万
代
も
君
に
は

如
か
じ
敷
島
や
大
和
島
根
の
風
も
限
ら
ず
（
壬
二
集・
一
六
八
〇
／
御
室
五

十
首・
雑・
祝•
五
九
二、

第
五
句
「
風
も
か
は
ら
ず」）
「
散
る
花
の
蔭
に

群
れ
ゐ
て
敷
烏
や
大
和
言
の
栞
思
ひ
思
ひ
に」
（
正
治
後
度
百
首・
遊・
八

八
五•
宮
内
卵）

等
が
あ
る。

こ
の
よ
う
な
用
例
を
見
て
く
る
と、
院
が
「
千
五
百
番
歌
合
j

の
判
歌
最

終
歌
に
お
い
て、
「
敷
島
や
大
和
島
根
も」
と
歌
っ
て
い
た
の
は、
「
敷
島」

に
和
歌
の
意
味
を
込
め
て
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る。
院
自
身、
「
正
治
後
度

百
首」
「
遊
裳」
に
お
い
て、
「
敷
島
や
大
和
言
の
薬
勝
ち
負
け
に
人
の
心
ぞ

人
に
越
え
ぬ
る」
（
後
烏
羽
院
御
集・
一
九
0)
と
詠
ん
で
お
り、

判
歌
の

末
尾
に
骰
か
れ
た
「
治
ま
れ
る」
の
歌
に
も、
や
は
り
「
敷
島
の
道」
の
意

味
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
院
に
と
っ
て、
和
歌
の
隆
盛
が
揺
る
ぎ
な
い

治
世
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

る。な
お、
「
千
五
百
番
歌
合」
の
成
立
よ
り
二
年
後
の
こ
と
に
な
る
が、
元

久
二
年
（ー
ニ
0
五）
三
月、
『
新
古
今
集」
が一
応
の
完
成
を
見、

党
宴

が
行
わ
れ
た
時
に
は、
「
敷
島
や
大
和
言
菜
の
海
に
得
て
拾
ひ
し
至
は
聡
か

れ
に
け
り」
（
新
古
今
党
咲
和
歌・
ニ
•
藤
原
良
経）
「
敷
島
や
大
和
島
根
の

風
の
つ
て
今
日
の
た
め
と
や
長
く
吹
き
け
ん」
（
同・
八
•
藤
原
有
家〉
「
我

が
君
の
長
き
宝
と
敷
島
や
大
和
言
の
葉
か
き
あ
つ
む
ら
ん」
（
同·
I
O
·

み
こ
と

藤
原
保
季）
「
長
き
世
の
た
め
し
な
る
か
な
敷
島
や
大
和
御
営
の
行
く
末
の

春」
（
同・
一
五
•
平
宗
宜）
と
い
う
歌
が
詠
ま
れ
て
い
る。
公
的
な
場
で

我
が
国
の
風
俗
と
し
て
の
和
歌、
御
代
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
和
歌
の
陸
盛
を

瓜
賀
す
る
と
き
に
は、
や
は
り
「
敷
島
や」
と
い
う
苔
古
調
の
表
現
が
ふ
さ

わ
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

i 

I 

： 
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こ
の
節
で
は、
こ
の
判
歌
へ
の
影
響
歌
を
検
討
し
て
み
た
い。
改
め
て
本

文
を
掲
出
す
る
と、
「
治
ま
れ
る
名
を
も
絶
え
せ
じ
敷
島
や
大
和
島
根
も
動

き
な
き
世
ぞ」
と
い
う
詞
続
き
は、
源
俊
頼
の、
「
千
歳
と
も
御
代
を
ば
わ

か
じ
敷
島
や
大
和
島
根
し
動
き
な
け
れ
ば」
（
散
木
奇
歌
集・
賀・
七
0
0)

の
三
ー
五
句
に
近
似
し
て
い
る。
俊
頼
歌
は
詞
書
に
「
堀
河
院
の
御
時、
御

前
に
て
人
々
祝
の
心
を
つ
か
う
ま
つ
り
し
に、
詠
め
る」
と
あ
り、
詠
歌
時

期
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の、
俊
頓
が
堀
河
院
歌
境
の
中
心
歌
人
と
し
て
活
躍

し
て
い
た
康
和
ー
長
治
年
間
(1
0
九
九
11
1
0
五）
の
作
で
あ
る
と
思

わ
れ
る。
俊
頼
歌
は、
日
本
国
が
微
動
た
に
せ
ず
存
統
し
て
い
く
の
と
同
様、

堀
河
天
良
の
治
世
も

平安
に
永
続
す
る
こ
と
を
予
祝
し
た
歌
で
あ
り、
院
の

判
歌
に
与
え
た
影
得
が
考
え
ら
れ
て
よ
い。

た
だ
稲
者
は、
判
歌
へ
の
直
接
の
影
需
と
し
て
は、
こ
れ
も
俊
穎
歌
の
影

響
下
に
成
り
立
っ
た
と
思
わ
れ
る、
藤
原
良
経
の、
「
敷
島
や
大
和
島
根
も

神
代
よ
り
君
が
た
め
と
や
固
め
お
き
け
む」
（
秋
篠
月
消
集・
七
九
九
／
正

治
初
度
百
首

ふ況・
五
0
三
／
新
古
今
集・
賀・
七＿―-
六）
の
歌
を
想
定
し

て
い
る。
な
ぜ
な
ら、
こ
の
歌
は
良
経
の
「
正
治
初
度
百
首」
詠
の
末
尾
に

置
か
れ、
百
首
の
製
作
を
命
じ
た
後
鳥
羽
院
を
明
確
に
意
識
し
た
歌
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る。

「
正
治
初
度
百
首」
で
の
良
経
の
詠
に
後
烏
羽
院
が
弛
い
影
響
を
受
け
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は、
幾
つ
か
の
根
拠
を
挙
げ
て
説
明
し
う
る。
―
つ
は、
そ

五

れ
が
秀
歌
揃
い
で
あ
っ
た
こ
と
で、
久
保
田
淳
氏
は、
「
良
経
の
こ
の
作
品

群
か
ら
は、
十
七
首
が
新
古
今
集
に
選
ぴ
入
れ
ら
れ
た。
式
子
内
親
王
の

二
十
五
首
に
次
ぐ
多
さ
で
あ
る。
そ
れ
だ
け、
（
略）
詠
み
出
さ
れ
た
作
品

群
が
粒
揃
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う。」
(13)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る。

第一ー
は、
院
の
詠
歌
に
そ
の
明
ら
か
な
影
需
作
が
多
々
見
ら
れ、
『
千
五
百

番
歌
合
j

の
折
句
判
歌
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る。
g

第
三
に、
「
正
治
初
度
百
首」
の
詠
ま
れ
た
頃
は、
上
横
手
雅
敬
氏
が
述

ぺ
ら
れ
た
よ
う
に、
「
上
皇
の
力
に
よ
っ
て、
九
条
家
は
し
だ
い
に
政
界
に

復
活
し
たJ
g
時
期
に
当
た
っ
て
お
り、
前
年
（
正
治
元）
謹
慎
の
身
か

ら
左
大
臣
と
な
り
朝
廷
へ
の
復
権
成
っ
た
良
経
の
歌
に、
後
鳥
羽
院
政
へ
の

隈
仰
が
著
し
い
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る。
良
経
は、
当
該
歌
を
含

む
「
正
治
初
度
百
首
j

の
祝
五
首
に
お
い
て、
①
「
玉
椿
ふ
た
た
ぴ
色
は
変

る
と
も
説
姑
射
の
山
の
御
代
は
尽
き
せ
じ」
②
「
批
り
な
き
雲
居
の
末
ぞ
は

る
か
な
る
空
ゆ
く
月
日
呆
て
を
知
ら
ね
ば」
③
「
呉
竹
の
図
よ
り
移
る
春
の

宮
か
ね
て
も
千
代
の
色
は
見
え
に
き」
④
「
若
薬
さ
す
玉
の
植
木
の
枝
ご
と

に
幾
世
の
光
み
が
き
そ
ふ
ら
む」
⑤
「
敷
島
や
大
和
島
根
も
神
代
よ
り
君
が

た
め
と
や
か
た
め
お
き
け
ん」
（
秋
篠
月
沼
集·
七
九
五
ー
七
九
九）
と
い

う
歌
を
詠
ん
で
い
る。

右
の
五
首
に
お
い
て
良
経
は、
①
後
烏
羽
上
皇
の
御
代
の
長
久
と

②皇
室

の
威
光
に
啓
り
な
く
無
窮
で
あ
る
こ
と
を
寿
ぎ、
③
院
の
第
二
皇
子
で
こ
の

年
四
月
十
五
日
皇
太
弟
に
立
て
ら
れ
た
守
成
親
王
（
後
の
順
徳
天
皇）
と
④

数
年
来、
皇
子
皇
女
の
生
誕
相
次
ぐ
院
の
皇
統
の
行
く
末
を
祈
り、
⑤
院
の
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こ
う
し
て、

第
二
節
か
ら
第
五
節
ま
で
に
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
踏
ま

え
て、

後
鳥
羽
院
が
こ
の
判
歌
最
終
歌
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の

を、

次
に
ま
と
め
て
み
る
と、
「
神
々
が
天
の
下
を
治
め
始
め
た、

そ
の
悠

久
の
昔
に、

神
々
が
堅
固
に
こ
の
日
本
国
を
固
め
成
し
給
う
た
か
ら
こ
そ、

万
代
ま
で
に
こ
の
国
は
微
動
だ
に
せ
ず
栄
え
て
い
く
に
違
い
な
い
。

平
和
に

・
治
ま
っ
て
い
る
御
代
の
し
る
し
は、

古
代
か
ら
今
に
至
る
ま
で
絶
え
る
こ
と

な
く
紐
い
て
い
る、

我
が
国
の
習
俗
た
る
和
歌
が、

当
代
に
盛
ん
に
な
っ
て

六

治
世
の
安
泰
を
祈
願
し
て
い
る。
「
敷
烏
や」

の
歌
は、
後
に
「
新
古
今
集」

賀
（
七
三
六）

に
入
染
し
て
い
る
か
ら、

院
が
こ
の
歌
を
高
く
評
価
し
て
い

た
の
は
ま
ず
間
違
い
な
く、

こ
の
歌
を
踏
ま
え
た
判
歌
を
末
尾
に
置
い
て
い

る
の
も、

あ
る
い
は
良
経
へ
の
応
答
意
磁
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る。
良
経
詠
は、

本
歌
に
指
摘
さ
れ
る
「
万
業
集
j

藤
原
仲
麻
呂
の、
「
い
ざ

k
u

ぁc
：̂”

子
ど
も
狂
わ
ざ
な
せ
そ
天
地
の
か
た
め
し
国
そ
大
和
島
根
は
」
（
巻
二
O
·

•

四
四
八
七）

を
踏
ま
え^

後
烏
羽
院
の
揺
る
ぎ
な
い
権
勢
の
基
盤
は
悠
久
の

昔
か
ら
神
々
に
約
束
さ
れ
て
い
た
と
す
る
政
治
的
色
彩
の
強
い
詠
で
あ
る。

後
烏
羽
院
が、

仲
麻
呂
歌
の
影
響
を
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い

が、

良
経
が
「
古
事
記」
「
日
本
世
紀」

に
見
え
る
創
世
神
話
に
依
り
つ
つ
、

院
の
日
本
国
統
治
の
正
統
性
を
強
調
し
て
い
る
意
図
を
受
け
止
め
て
い
た
こ

と
は
確
実
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

い
る
こ
と
に
表
れ
て
い
る。

国
栄
え
て
和
歌
も
栄
え、

千
五
百
番
の
歌
合
と

い
う
空
前
の
規
模
の
大
歌
合
が
出
現
し、

自
ら
判
者
の
一

人
と
な
っ
て
判
を

密
い
て
い
る
現
在
は、

和
歌
所
が
開
設
さ
れ、

撰
集
へ
の
期
待
も
高
ま
っ
て

い
る。

当
代
が
平
和
に
治
ま
り、
文
巡
隆
盛
の
聖
代
で
あ
っ
た
と
い
う「
名」

は、

和
歌
の
道
あ
る
限
り、

幾
久
し
く
人
々
の
記
憶
に
留
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う」。

良
経
歌
を
踏
ま
え、
「
治
ま
れ
る
」
「
動
き
な
し
」

と
い
う
賀
歌
の
頻

用
表
現、
「
敷
局
の
大
和」

と
い
う
日
本
や
歌
道
を
表
象
す
る
語
を
用
い
た

院
の
意
識
は、

大
体
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
菰
さ
れ

る。
先
述
し
た
が、

こ
の
判
歌
の
よ
う
な、

自
ら
の
治
世
を
吸
賀
す
る
歌
は、

院
の
同
時
期
の
詠
歌
に
は
幾
度
と
な
く
見
ら
れ
る。

院
に
と
っ
て
は
初
の
百

首
歌
製
作
と
な
る
r
正
治
初
度
百
首」
「
祝
五
首
」

に
す
で
に
そ
の
よ
う
な

作
が
あ
り、

治
世
へ
の
思
い
や
国
家
安
泰
の
神
へ
の
祈
願
は、

以
後、

院
の

詠
ん
だ
主
要
な
定
数
歌
・

歌
合
歌
・

奉
納
歌
の
機
会
を
通
じ
て
歌
い
統
け
ら

れ
て
い
る。

ま
た`

付
言
し
て
お
く
な
ら、

こ
の
最
終
歌
に
「
治
ま
れ
る
名
を
も
絶
え

せ
じ
」
「
動
き
な
き
世
ぞ
」

と、

天
下
瀞
誼
の
明
治
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
の

意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る。

院
が
治
世
へ
の
思
い
を
詠
む
歌
に
は、

他
に

も、
「
三
笠
山
出
づ
る
朝
日
の
ひ
か
り
よ
り
の
ど
か
な
る
べ
き
よ
ろ
づ
世
の

み

つ

春」
（
後
烏
羽
院
御
集
・

正
治
後
度
百
首
・

祝
言
·
一

九
六）
「
万
代
と
御
津

の
浜
風
捕
さ
え
て
の
ど
け
き
波
に
氷
ゐ
に
け
り」
（
同
・

千
五
百
番
歌
合
・

祝
五
首
•

四
七
四）
「
賀
茂
山
や
山
吹
く
風
は
の
ど
か
に
て
神
の
誓
ひ
も
頼
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も
し
の
枇
や
J

(
同・
賀
茂
上
社
三
十
首·
雑·
―
二
五
三）
等、
海
内
無

事
を
寿
ぐ
体
の
歌
が
屡
々
見
ら
れ
る。

後
烏
羽
の
天
皇
在
位
期
間
（
寿
永
二
[-

マ八一
1

1]

-
建
久
九
[

l

―
九

八])
は、
源
平
争
乱
か
ら
鎌
倉
都
府
の
成
立
を
経
て、
内
乱
が
終
息
し
平

和
を
回
復
し
た
時
期
で
あ
っ
た
が、
院
政
開
始
数
年
後
の、
院
が
こ
れ
ら
の

歌
を
詠
ん
だ
の
は、
や
が
て
「
上
皇
が
九
条
家·
近
衛
家
と
い
っ
た
質
族
の

•
み
な
ら
ず、
鎌
倉
将
軍
ま
で
も
従
え、
上
皇
の
独
裁
下
に
朝
政
の
安
定
が
み

ら
れ」
(16)、
ま
た
「
圧
倒
的
な
院
の
優
位
の
も
と
に、
公
武
関
係
は、
除

和・
協
調
の
時
期
を
迎
え」
(17ー
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
時
期
で
あ

っ
た。
院
は、
理
想
的
な
御
代
を
自
ら
実
現
す
る
意
志
を
持
っ
て
先
の
歌
々

を
詠
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り、
問
題
の
判
歌
最
終
歌
も、
実
用
歌

に
し
て
遊
戯
的
な
作
で
あ
り、
通
背
の
詠
歌
と
は
事
情
が
異
な
る
に
せ
よ、

そ
れ
と
同一
の
思
考
で
詠
ま
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
て
本
稿
で
は、
後
烏
羽
院
の
判
歌
最
終
歌
に
つ
い
て、
そ
の
表
現

の
分
析
を
試
み、
院
が
r
千
五
百
番
歌
合
j

の
判
詞
の
場
で
治
世
の
安
寧
を

言
挙
げ
す
る
意
図
が
那
辺
に
あ
っ
た
の
か
を
指
摘
し
て
み
た。
極
め
て
限
定

さ
れ
た
視
点
か
ら
の
考
察
に
終
始
し
て
し
ま
い、
今
回
の
指
摘
が
他
の
折
句

判
歌
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
に
ま
で
は
論
述
が
及
ぱ
ず、
ま
た、
折
句
判
歌

を
後
烏
羽
院
の
詠
歌
活
動
の
中
に
ど
う
位
骰
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残

さ
れ
て
い
る。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
る

こ
と
と
し
た
い。

注
(
l)
安
井
重
雄
「「
千
五
百
番
歌
合j
定
家
判
詞
に
つ
い
て」
浅
田
徹•
藤
平

泉
絹
「
古
今
集

新
古

今集
の
方
法
j

笠
問
密
院、
平
成
ニハ
年l
0
月）。

(
2)
峯
岸
義
秋
「
歌
合
の
研
究」
（
三
省
盆、
昭
和
二
九
年一
0
月
！
復
刻
版

パ
ル
ト
ス
社、

平成
七
年
八
月）
第
五
椛
第
i

章
二
「
判
者
の
骨
法
ー
批

評
的
方
法」。

(
3)
塚
本
邦
雄
「
新
古
今
新

考ー
断
崖
の
美
学l
（
花
曜
社、
昭
和
五
六
年一

0
月）。

(
4)
谷
山
茂
「
や
さ
し
く
蛇

ー複
合
美
に
つ
い
て
の一
試
論
ー」
（
谷
山
茂
著

作
集一
「
幽
玄』
角
川
書
店、
昭
和
五
七
年
四
月）・
有
吉
保
「る
や
さ

しク
の
美
ー
後
鳥
羽
院
論」
（『
國
文
學」
第一
五
巻
第一
三
号、
昭
和
四

五
年l
O
月
↓
「
新
古
今
和
歌
集
の
研
究
統
篇」
笠
間
魯
院、
平
成
八
年

三
月）
等。
ま
た、
目
崎
徳
衛
「
史
伝
後
鳥
羽
院」
（
吉
川
弘
文
館、
平

成一
三
年―
一
月）
承
の
巻
そ
の一一
「『
新
古
今
集」
成
る」
に
は、
「
院

は
判
詞
の
冒
頭
に
（
中
略）
批
評
は
苦
手
だ
か
ら
さ
と
弁
明
し
た
が、
内

心
で
は、
和
淡
の
詩
歌・
散
文
を
縦
横
に
引
用
し
て
沿
々
数
百
酋
を
連
ね

る
顕
昭
の
よ
う
な
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
流
偽
を
那
橡
し
て、
「
歌
は
も
っ
と

感
性
の
自
由
な
拗
き
で
は
な
い
の
か」
と
問
う
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

（
中
略）
そ
れ
に
し
て
も
奇
抜
な
「
祈
句」
と
は
院
の
持
ち
前
の
遊
ぴ
心

の
現
わ
れ
で、
そ
れ
は
和
歌
勅
撰
の
完
了
を
待
ち
か
ね
た
か
の
様
に
狂
連

歌
に
熱
狂
す
る
前
兆
だ
っ
た
と
も
酋
え
よ
う」
と
あ
る。

(
5)
拙
稿
「「
千
五
百
番
歌
合」
の
後
瓜
羽
院
判
歌
考
J

(「
岡
山
大
学
大
学
院

文
化
科
学
研
究
科
紀
要」
第
七
号、
平
成―
一
年＝
1一
月）。

(
6)
田
野
慎
二
「
後
島
羽
院
「
千
五
百
番
歌
合
J

折
句
判
の
試
み
ー
番
の
歌
と

の
呼
応
に
注
目
し
て
ー」（「
人
間
研
究
論
輯
j

第
二
号、
平
成
十
五
年
三
月）。
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(
7)
「
干
五
百
番
歌
合」
の
本
文
の
引
用
は、
新
編
国
歌
大
観
に
よ
り`

適
宜、

有
吉
保
『
千
五
百
番
歌
合
の
校
本
と
そ
の
研
究
j

（
風
間
由
房、
昭
和
四

1
1一
年
四
月）
を
参
照
し
た。
以
下、
本
稿
に
お
い
て
は、
特
に
断
り
の
な

い
限
り、
勅
撰
集・
私
撰
集・
歌
合・
定
数
歌
等
の
本
文
の
引
用
は、
新

編
国
歌
大
観
に
拠
っ
て
い
る。
「
後
鳥
羽
院
御
集」
の
本
文
の
引
用
は、

寺
島
恒
世
『
後
鳥
羽
院
御
集」
（
和
歌
文
学
大
系
24、
明
治
杏
院、
平
成

九
年
六
月）
に
よ
る。「
万
葉
集
j

の
本
文
は
新
編
8
本
古
典
文
学
全
集、
「玲

衡」
「
荀
子」
の
本
文
は
新
釈
漢
文
大
系
に
よ
る。
た
だ
し、
表
記
等
は

私
に
改
め
て
い
る。

(
8)
寺
島
恒
世
「
後
鳥
羽
院
御
兆
J

(
前
掲）
の
当
眩
歌
脚
注
は、
慈
円
歌
を

参
考
歌
に
指
摘
す
る。
な
お、
八
木
意
知
男
「
儀
礼
和
歌
の
研
究
J

(
同

肘
令、

平成
十
年
九
月）
に
は、
釣
り
す
る
翁
に
た
ぐ
え
て
世
の

平安
を

歌
う
歌
が
大
苔
会
和
歌
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し、
漢
栢
と
の
関
述
を

論
じ
て
お
ら
れ
る。

(
9)
寺
島
恒
世「
後
島
羽
院
「内
宮
百
首
j

考—奉
納
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ー」

（
片
野
達
郎
楼
「
日
本
文
芸
思
潮
論」
桜
楓
社、
平
成
三
年
三
月）、
ま

た
阿
氏
「

後
鳥
羽
院
御
集」
（
前
掲）
当
該
歌
脚
注
は、
良
経
の
「
こ
の

ご
ろ
は
関
の
戸
さ
さ
ず
な
り
は
て
て
道
あ
る
世
に
ぞ
立
ち
か
へ
る
ぺ
き」

（
秋
篠
月
消
集
九
四一
1
-

／
老
若
五
十
首
歌
合・
雑・
ニ
百
十
九
番
右）
を

参
考
歌
に
指
摘
す
る。

(
10)
吉
田
茂
「
経
衡
集
全
釈」
（
凧
間
害
房、
平
成一
四
年
三
月）。

(
11)
こ
の
歌
は
『

後島
羽
院
御
集」
に
は
収
戟
さ
れ
な
い
「
詠
三
十
首
和
歌」

（
東
山
栂
文
血
蔵
浪
箪、
引
用
は
「
戻
翰
英
部

第一
冊」
に
よ
る）
の

う
ち
の一
首。
樋
口
芳
麻
呂
氏
は、
「
詠
三
十
首
和
歌」
は
後
鳥
羽
院
が

元
久
元
年
(―
二
0
四）
五
月
に
春
8
社
に
奉
納
し
た
作
で
あ
る
と
推
測

し、

「春
日
社
三
十
首
j

と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
（「
後
鳥
羽
院」
日
本
歌
人

講
座
4
「
中
世
の
歌
人
11j
弘
文
裳、
昭
和
三
六
年
三
月）。
樋
口
氏
の

見
解
は
現
在
で
も
通
説
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
大
野
顧
子
「
後
鳥
羽
院
泰

納
和
歌
孜
！
元
久
元
年
奉
納一二
十
首
群
に
お
け
る
詠
作
態
度
—」
「
明
治

大
学
大
学
院
文
学
研
究
論
集」
第一
0
号、
平
成一

こ空一
月、
寺
烏
恒

世
「
王
者
の
〈
抒
情〉
歌
ー
後
鳥
羽
院
の
奉
納＿二
十
首
歌
の
性

格—」
「
国

語
と
国
文
学
j

第
八一
巻
第
五
号、
平
成一
六
年
五
月）、
本
稿
に
お
い

て
も
そ
れ
に
従
う。

(
12)
前
田
雅
之
「
日
本
意
認
の
表

象—
日
本・
我
国
の
風
俗・「
公
J

秩
序」
（
和

歌
を
ひ
ら
く
第一
巻
「
和
歌
の
力」
岩
波
柑
店、
平
成一
七
年一
0
月）。

同
論
文
で
は、
こ
の
通
親
歌
の
よ
う
に
中
国
と
対
比
し
て
日
本
の
優
位
性

を
歌
う
和
歌
は
ほ
と
ん
ど
類
例
を
見
ず、
通
親
以
前
は
皆
撫
で
あ
り、
一

般
的
に
は
詠
ま
れ
な
い
風
情
の
和
歌
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る。

(
13)
久
保
田
淳
「
新
古
今
歌
人
の
研
究」
（
東
京
大
学
出
版
会、
昭
和
四
八
年

三
月）
第
三
篤
第
二
章
第
四
節
二
「
正
治
初
度
百
首」。

(
14)
あ
き
の
月
め
ぐ
り
て
す
め
る
の
ぺ
の
露
か
ざ
れ
る
玉
を
ち
さ
と
に
ぞ
敷
く

（
六
百
十
四
番
判
歌
「
雨
の
勝
ち」）
↓
参
考
歌
「
更
級
の
山
の
高
檄
に

月
さ
え
て
碗
の
雪
は
ち
さ
と
に
ぞ
敷
く」
（
秋
篠
月
済
集
七
四
六
／
正
治
→
 

初
度
百
首•
秋•
四
五
0)。
み
ね
の
月
き
よ
き
光
に
か
り
は
来
て
つ
ば

さ
に
か
か
る
か
ぜ
ぞ
さ
ぴ
し
き
（
六
百
六
十一
番
判
歌
「
右
勝
つ
か」）

↓
参
考
歌
「
常
世
い
で
し
旅
の
衣
や
初
雁
の
つ
ば
さ
に
か
か
る
峰
の
白

震」
（
秋
篠
月
消
集
七
四
二
／
正
治
初
度
百
首・
秋•
四
四
六）。

(
15)
上
横
手
雅
敬
「
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究」
（
吉
川
弘
文
館、

平成
三
年
六
月）。

(
16)
上
横
手
雅
敬
「
日
本
中
世
政
治
史
研
究
j

（
昭
和
四
五
年
五
月）。
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